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第 1章 総則 

 

(趣旨) 

第 1条 この内規は，広島大学学位規則(平成 16年 4月 1日規則第 8号。以下「規則」という。)

第 17条の規定に基づき，広島大学大学院スマートソサイエティ実践科学研究院(以下「研究院」

という。)の学位の授与に関し必要な事項を定めるものとする。 

(学位に付記する専攻分野の名称) 

第 2条 規則第 3条第 2項に定める学位に付記する専攻分野の名称のうち研究院に関するもの

は，次の表に掲げるとおりとする。 

専攻分野の名称 

修士 博士 

学術 

学術 

工学 

情報科学 

農学 

保健学 

医科学 

経済学 

 

第 2章 大学院スマートソサイエティ実践科学研究院博士課程後期修了認定のために行う

学位審査 

 

(博士論文提出の資格要件及び時期) 

第 3条 規則第 2条第 2項に規定する博士課程後期修了のための学位論文(以下「博士論文」とい

う。)を提出することができる者は，広島大学大学院スマートソサイエティ実践科学研究院細則

(令和 5年 4月 1日研究院長決裁)第 16条に規定する単位(以下「所定の単位」という。)を修得し



た者又は博士論文を提出する日の属する学期末までに所定の単位を修得することが確実な者

で，かつ，博士論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)を受けたものとする。 

2 博士論文の提出時期は，3月末修了予定者にあっては修了予定年度の 1月の研究院が指定する

日，9月末修了予定者にあっては修了予定年度の 7月の研究院が指定する日までとする。ただ

し，3年を超えて在学する者にあっては，随時学位申請手続を行うことができる。 

3 前項本文の規定にかかわらず，博士論文の提出期日が次の各号のいずれかに該当する場合は，

以後最初の平日をもってその期日とする。  

(1) 日曜日及び土曜日  

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178号)に規定する休日 

(博士論文提出の手続) 

第 4条 前条第 1項の規定に該当する者が博士論文を提出する場合は，次の各号に掲げる書類を

主指導教員の承認を得て，研究院長に提出するものとする。 

(1) 学位論文審査願(別記様式第 1号) 1通 

(2) 博士論文 1通 

(3) 論文目録(別記様式第 2号) 1通  

(4) 論文の要旨(別記様式第 3号) 1通  

(5) 履歴書(別記様式第 4号) 1通  

(6) 参考論文のあるときは，参考論文 1通  

(7) その他必要書類  

(博士論文の受理) 

第 5条 研究院長は，前条の規定により博士論文の提出があったときは，広島大学大学院スマー

トソサイエティ実践科学研究院教授会(以下「教授会」という。)に受理すべきか否かを諮るもの

とする。 

(審査委員会) 

第 6条 研究院長は，前条の規定により博士論文の受理を決定したときは，当該博士論文を教授

会に付議するものとする。 

2 教授会は，前項の付議に基づき，直ちに規則第 5条第 1項に定める審査委員会を設ける。 

3 審査委員会は，主査 1人及び副査 2人以上の審査委員をもって組織する。 

4 主査は，研究院の専任教員とする。 

5 副査のうち 1人以上は，博士論文提出者の主指導教員と研究領域が異なる教員とする。 

6 他の研究科，他の大学院又は研究機関等の研究者等を副査に加えることができる。 

(論文審査会及び結果報告) 

第 7条 審査委員会は，公開の論文審査会を開催するものとする。 

2 審査委員会は，博士論文の審査及び試験を終了したときは，論文審査の要旨(別記様式第 5号)

及び試験の結果の要旨(別記様式第 6号)を用いて教授会へ報告するものとする。 

(学位授与の期日) 

第 8条 博士論文の審査及び最終試験に合格した者の博士の学位授与の期日は，次のとおりとする。  

(1) 標準修業年限内に合格した者 学位記授与式が挙行される日(ただし，教授会の議を経て研

究院長が特別な事由があると認めた場合は，合格した日とすることができる。) 

(2) その他の者 合格した日  

 



第 3章 論文提出による学位審査 

 

(学位授与の申請をすることができる者の資格要件) 

第 9条 規則第 2条第 3項の規定に基づき，論文提出による博士の学位の授与を申請することが

できる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 本研究院博士課程後期に 3年以上在学して所定の単位を修得し，かつ，研究指導を受けた

後退学した者 

(2) 博士課程前期又は修士課程の修了者で，3年以上の研究歴を有するもの 

(3) 大学の卒業者で，5年以上の研究歴を有するもの 

(4) 前 3号に掲げる者以外の者で，9年以上の研究歴を有するもの 

(論文提出の手続) 

第 10条 前条各号のいずれかに該当する者が論文を提出する場合は，次の各号に掲げる書類を研

究院長を経て学長に提出するものとする。 

(1) 学位申請書 1通  

(2) 論文  1通 

(3) 論文目録 1通 

(4) 論文の要旨 1通 

(5) 履歴書 1通 

(6) 参考論文のあるときは，参考論文 1通 

(7) 最終学校の卒業証明書 (大学院修了証明書又は学位記の写し) 1通 

(8) 研究期間を証する主指導教員又はこれに準ずる者の証明書 1通  

(9) その他必要書類 

2 前項の規定にかかわらず，本学の卒業者又は本研究院の修了者でその研究歴が本学に限られる

ものについては，前項第 7号及び第 8号に規定する書類は必要としない。 

(論文の受理) 

第 11条 論文の受理については，第 5条の規定を準用する。 

(審査委員会及び試問委員会) 

第 12条 審査委員会については，第 6条の規定を準用する。 

2 規則第 5条第 2項に定める試問委員会は，3人以上の試問委員をもって組織する。 

3 試問委員は，主査 1人及び 2人以上の副査で構成するものとする。 

4 主査は，研究院の専任教員とする。 

5 副査のうち 1人以上は，主査と研究領域が異なる研究院の専任教員とする。 

6 他の研究科，他の大学院又は研究機関等の研究者等を副査に加えることができる。 

7 審査委員が試問委員を兼ねることができる。 

 (試問における外国語の種類及び試験の適用年限) 

第 13条 規則第 6条第 3項の試問に課する外国語は，研究院においては 1種類とする。 

2 規則第 6条第 4項の所定の年限は，3年とする。 

 (学位授与の期日) 

第 14条 論文審査及び試問(規則第 6条第 4項に規定する場合にあっては試験)に合格した者の博

士の学位授与の期日は，合格した日とする。 

 



(論文審査会及び結果報告) 

第 15条 審査委員会は，公開の論文審査会を開催するものとする。 

2 審査委員会は，論文の審査を終了したときは，論文審査の要旨(別記様式第 5号)を用いて教授

会へ報告するものとする。 

3 試問委員会は，試問を終了したときは，試問の結果の要旨(別記様式第 7号)を用いて教授会へ

報告するものとする。 

 

第 4章 大学院スマートソサイエティ実践科学研究院博士課程前期修了認定のために行う

学位審査 

 

 (修士論文提出の資格要件及び時期) 

第 16条 規則第 2条第 2項に規定する博士課程前期修了のための学位論文(以下「修士論文」とい

う。)を提出できる者は，広島大学大学院スマートソサイエティ実践科学研究院細則第 15条に規

定する単位を修得した者又は修士論文を提出する日の属する学期末までに当該単位を修得するこ

とが確実な者で，かつ， 修士論文の作成等に対する指導を受けたものとする。 

2 修士論文の提出時期は，3月末修了予定者にあっては修了予定年度の 1月の研究院が指定する

日，9月末修了予定者にあっては修了予定年度の 7月の研究院が指定する日までとする。 

3 前項の規定にかかわらず，修士論文の提出期日が次の各号のいずれかに該当する場合は，以後

最初の平日をもってその期日とする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

 (修士論文提出の手続) 

第 17条 前条第 1項の規定に該当する者が修士論文を提出する場合は，次の各号に掲げる書類を

主指導教員の承認を得て，研究院長に提出するものとする。 

 (1) 修士論文 1部 

(2) その他必要書類  

(審査委員会) 

第 18条 教授会は，審査委員会を設ける。 

2 審査委員会は，主査 1人及び副査 2人以上の審査委員をもって組織する。 

3 主査は，研究院の専任教員とする。 

4 副査のうち 1人以上は主査とは研究領域が異なる研究院の専任教員とする。 

5 他の研究科，他の大学院又は研究機関等の研究者等を副査に加えることができる。 

(論文審査会) 

第 19条 審査委員会は，公開の論文審査会を開催するものとする。 

(学位授与の期日) 

第 20条 修士論文の審査及び最終試験に合格した者の修士の学位授与の期日は，学位記授与式が

 挙行される日とする。 

 

 



第 5章 雑則 

 

 (その他) 

第 21条 この内規に定めるもののほか，学位の授与に関し必要な事項は，教授会の議を経て定め

る。 

附 則 

この内規は，令和 5年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 7年 3月 21日 一部改正) 

この内規は，令和 7年 4月 1日から施行する。 

   附 則(令和 7年 10月 17日 一部改正) 

1 この内規は，令和 7年 4月 1日から施行する。 

2 令和 6年度以前に入学した学生の学位審査については，この内規による改正後の広島大学学位

 規則スマートソサイエティ実践科学研究院内規の規定にかかわらず，なお従前の例による。 



別記様式第1号 

 

 

  年  月  日 

Date: 

 

 

広島大学大学院スマートソサイエティ実践科学研究院長 殿 

To: Dean, Graduate School of Innovation and Practice for Smart Society, Hiroshima University 

 

 

広島大学大学院スマートソサイエティ実践科学研究院  

Graduate School of Innovation and Practice for Smart Society, 

Hiroshima University 

博士課程後期 

Doctoral Program 

氏  名 

Name 

 ○印  

Seal 

 

 

 

学 位 論 文 審 査 願                

Application for Review of Dissertation 

 

 

 広島大学大学院スマートソサイエティ実践科学研究院博士課程後期修了の認定を受けるため，下記

のとおり関係書類を提出いたしますので，審査くださるようお願いいたします。 

In order to receive approval for completion of the doctoral program of the Graduate School of Innovation and 

Practice for Smart Society, Hiroshima University, I submit the related documents listed below for review. 

 

 

 

 

記 

 

博 士 論 文            1通 

Dissertation 1 copy 

論 文 目 録           1通 

List of Publications 1copy 

論文の要旨（論文の内容の要旨） 1通 

Summary of the Dissertation (Summary of Dissertation Contents) 1 copy 

履 歴 書           1通 

Resume 1 copy 

参  考  論  文 1通 

Reference Papers 1 copy 

 



別記様式第2号 

 

 

論 文 目 録                

List of Publications 

 

 

氏  名 

Name 

 ○印  

Seal 

 

博 士 論 文          

Dissertation 

 論 文 題 目         

Dissertation Title 

 

 公 表 の 方 法         

Method of Publication 

 

 参 考 論 文         

Reference Papers 

 

備考 公表の方法：刊行及び学術雑誌等への掲載予定など 

Remark: Method of Publication includes your plans for publishing your paper, such as having it printed in 

academic magazines and other publications. 



別記様式第3号 

 

論文の要旨（論文の内容の要旨） 

Summary of the Dissertation (Summary of Dissertation Contents) 

 

論 文 題 目         

Dissertation Title 

 

 

氏  名 

Name 

 ○印  

Seal 

 

 

 

備考 論文の要旨はＡ４判用紙を使用し，4,000字以内とする。ただし，英文の場合は1,500語以内と

する。 
Remark: The summary of the dissertation should be written on A4-size pages and should not exceed 4,000 

Japanese characters. When written in English, it should not exceed 1,500 words. 



別記様式第4号 

 

履 歴 書         

Resume 

 

 

本籍（都道府県名，外国人は国名を記載） 

Legal Domicile (Japanese student: your prefecture; international student: your country) 

 

現住所(Current Address)  

 

フリガナ(Name in Katakana)  男 ・ 女 

氏  名 (Name)  Male/Female 

生年月日(Date of Birth）  

 

 

学  歴 

Academic History 

 

 

 

 

 

職  歴 

Job History 

 

 

 

 

 

研 究 歴     

Research History 

 

 

 

 

賞  罰 

Award and Punishment 

 

 

 

上記のとおり相違ありません。 

I attest that the above information is true. 

 

 

年  月  日 

Date: 

氏  名 

Name 

 ○印  

Seal 

 

 

 

備考 １）履歴事項は，高等学校卒業後の履歴について年次を追って記載すること。 

For your academic history, give a chronological account beginning after your graduation from high 

school. 

２）本学大学院博士課程の教育課程を終えて退学した者は，単位修得証明書を添付すること。 

Attach a Certificate of Acquisition of Credits in case an applicant who had been enrolled in a doctoral 

program at this Graduate School for a period exceeding the predetermined term of study, acquired 

predetermined credits, and withdrawn after receiving instruction on writing a dissertation. 

３）用紙はＡ４とし，横書きとすること。 

If writing in Japanese, use A4 paper and write horizontally. 

 



別記様式第5号 

 

論 文 審 査 の 要 旨 

(Summary of Dissertation Evaluation) 

博士の専攻分野の名称 

(Major Field of Ph.D.) 

博士（        ） 

Ph.D. 
氏 名 

(Candidate 

Name) 

 

学位授与の要件 学位規則第４条第１・２項該当 

論 文 題 目 (Title of Dissertation) 

 

 

論文審査担当者 (The Dissertation Committee) 

 主     査 (Name of the Committee Chair)                      

  

 審 査 委 員 (Name of the Committee Member)                     

  

審 査 委 員 (Name of the Committee Member)                     

 

審 査 委 員 (Name of the Committee Member)                     

    

〔論文審査の要旨〕 (Summary of the Dissertation Evaluation) 

   

備考 要旨は，A4版2枚（1,500字程度）以内とする。 

(Note: The summary of the Dissertation should not exceed A4 size,2pages (about 500 words).) 

  



別記様式第6号 

 

試 験 の 結 果 の 要 旨 

(Summary of Comprehensive Examination Results) 

博士の専攻分野の名称 

(Major Field of Ph.D.) 

博士（        ） 

Ph.D. 
氏 名 

(Candidate 

Name) 

 

学位授与の要件 学位規則第４条第１・２項該当 

論 文 題 目 (Title of Dissertation) 

 

 

試 験 担 当 者 (The Comprehensive Examination Committee) 

 主     査 (Name of the Committee Chair)                      

  

 審 査 委 員 (Name of the Committee Member)                     

  

審 査 委 員 (Name of the Committee Member)                     

 

審 査 委 員 (Name of the Committee Member)                     

    

〔試験の結果の要旨〕 (Summary of the Examination Results) 

   

備考 

要旨は，400 字程度とし，試験の方法も記載すること。 

 

  



別記様式第7号 

 

試 問 の 結 果 の 要 旨 

(Summary of Comprehensive Interview Results) 

博士の専攻分野の名称 

(Major Field of Ph.D.) 

博士（        ） 

Ph.D. 

氏 名 
(Candida

te Name) 

 

論 文 題 目 (Title of Dissertation) 

 

 

試 問 担 当 者 (The Comprehensive Examination Committee) 

 主     査 (Name of the Committee Chair)                      

  

 審 査 委 員 (Name of the Committee Member)                     

  

審 査 委 員 (Name of the Committee Member)                     

 

審 査 委 員 (Name of the Committee Member)                     

    

〔試問の結果の要旨〕 (Summary of the Interview Results) 

   

備考 

要旨は，400 字程度とし，試験の方法も記載すること。 
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